
議案第１０号

杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び杉並区立高齢者活動支援

センター及びゆうゆう館条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２９年２月１３日

提出者 杉並区長 田 中 良

杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例及び杉並区立高齢者活動支援

センター及びゆうゆう館条例の一部を改正する条例

第１条 杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例（昭和５３年杉並区条例第

４０号）の一部を次のように改正する。

別表第１区民集会所の部中杉並区立高円寺北区民集会所の項の次に次のように

加える。

杉並区立馬橋区民集会所 杉並区高円寺南三丁目２９番５号

別表第１付記に次のように加える。

５ 杉並区立馬橋区民集会所は、杉並区立ゆうゆう馬橋館との複合的施設と

して設置する。

別表第２（１）杉並区立高円寺北区民集会所の部の次に次のように加える。

杉並区立 第４集会室 ４，０００円 ２，７００円 ２，７００円 １，０００円

馬橋区民

集会所

別表第２（１）備考を次のように改める。

備考

１ 杉並区立西荻南区民集会所併設西荻南児童館におけるコミュニティの形成に資するため、遊戯室を使

用する場合の使用料の額は、遊戯室（集会使用）にあつては、午前４，５００円、午後３，０００円、

夜間３，０００円、延長使用料１，１００円とする。

２ 杉並区立馬橋区民集会所併設ゆうゆう馬橋館におけるコミュニティの形成に資するため、第１集会

室、第２集会室及び第３集会室を使用する場合の使用料の額は、第１集会室及び第２集会室にあつては

午前１，３００円、午後９００円、夜間９００円、延長使用料３００円とし、第３集会室にあつては午

前１，８００円、午後１，２００円、夜間１，２００円、延長使用料４００円とする。

第２条 杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館条例（昭和５７年杉並区

条例第３８号）の一部を次のように改正する。



別表第１ゆうゆう館の部杉並区立ゆうゆう馬橋館の項中「杉並区高円寺南三丁

目１６番１４号」を「杉並区高円寺南三丁目２９番５号」に改め、同表付記を次

のように改める。

付記

１ 杉並区立高齢者活動支援センターは、杉並区立高井戸地域区民センター

及び杉並区高井戸温水プールとの複合的施設として設置する。

２ 杉並区立ゆうゆう馬橋館は、杉並区立馬橋区民集会所との複合的施設と

して設置する。

附 則

１ この条例は、規則で定める日（以下「施行日」という。）から施行する。ただ

し、次項及び附則第３項の規定は、公布の日から施行する。

２ 第１条の規定による改正後の杉並区立地域区民センター及び区民集会所条例別

表第２（１）に規定する杉並区立馬橋区民集会所の第４集会室並びに杉並区立馬

橋区民集会所併設ゆうゆう馬橋館におけるコミュニティの形成に資するための第

１集会室、第２集会室及び第３集会室の使用の承認に必要な準備行為は、施行日

前においても行うことができる。

３ 第２条の規定による改正後の杉並区立高齢者活動支援センター及びゆうゆう館

条例別表第１に規定する杉並区立ゆうゆう馬橋館の使用の承認に必要な準備行為

は、施行日前においても行うことができる。

４ 杉並区行政財産使用料条例（昭和５０年杉並区条例第４４号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第２（１０）杉並区立ゆうゆう馬橋館の項を削る。

（提案理由）

ゆうゆう馬橋館の位置を変更するとともに、区民集会所１箇所の設置に伴い、そ

の名称及び位置等を定める等の必要がある。


